
人事院の給与勧告等の概要
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公布日の属する月の翌月の初日（公布日が月の初日であるときは、その日）[実施時期等]

本年４月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る較差相当分を年間給与でみて解消する

ため、４月の給与に調整率（△0.24％ （注）を乗じて得た額に４月から実施の日の属する月の前）

月までの月数を乗じて得た額と、６月に支給された特別給の額に調整率を乗じて得た額の合計額に

相当する額を、12月期の期末手当の額で減額調整（俸給月額の引下げ改定のあった者に限る）

（注）行政職(一)の職員全体の較差の合計額を引下げ改定が行われる俸給月額を受ける職員の給与

月額の合計額で除して得た率

時間外労働の割増賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえ、特に長い超過<超過勤務手当等>

勤務を強力に抑制し、また、こうした超過勤務を命ぜられた職員に休息の機会を与えるため、月

60時間を超える超過勤務（日曜日又はこれに相当する日の勤務を除く ）に係る超過勤務手当の。

支給割合を100分の150に引き上げるとともに、当該支給割合と本来の支給割合との差額分の支給

に代えて正規の勤務時間においても勤務することを要しない日又は時間（代替休）を指定するこ

とができる制度を新設

なお、日曜日又はこれに相当する日の勤務の取扱いについては、今後、民間企業の実態を踏ま

えて必要な見直し

平成22年４月１日[実施時期]

給与構造改革Ⅲ
・ 給与構造改革として当初予定していた配分見直しや諸制度の導入・実施が終了する平成22年度以降、

勤務実績の給与への反映の推進、地域間給与配分の見直し等について検証を行うとともに、Ⅳの高齢

期の雇用問題に関連した給与制度等の見直しを含めた様々な課題について、順次検討

・ 平成23年度以降において経過措置の段階的解消に伴って生ずる制度改正原資の取扱いについて、若

年層給与の引上げや諸手当の見直し等に充てるなどの方策を検討

・ 地域別の民間給与との較差と全国の較差との差は最大2.6ポイントで、改革前（最大4.8ポイント）

より減少。平成23年度以降に最終的な検証を行うに当たっては、地域手当の異動保障や広域異動手当

が同一地域に引き続き勤務する国家公務員に影響しないことにも配慮して検討

～65歳定年制の実現に向けて～Ⅳ 高齢期の雇用問題

１ 雇用と年金をめぐる動き

・ 雇用と年金の連携を図ることは公務・民間共通の課題。既に民間企業に関しては65歳までの雇用

確保措置を義務付け

・ 国家公務員制度改革基本法は、定年年齢の65歳への段階的引上げの検討を規定

２ 基本的な考え方

・ 公務能率を確保しながら65歳まで職員の能力を十分活用していくためには、年金支給開始年齢の

引上げに合わせて、平成25年度から、定年年齢を段階的に65歳まで延長することが適当

・ その条件を整えるため 「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会 （座長：清家篤慶應義塾、 」

長）の最終報告も踏まえ、総給与費の増大を抑制するための給与制度の見直しや組織活力及び公務

能率を高めるための人材活用方策等、検討すべき諸課題への対応を早急に進める必要

・ 準備期間も勘案すれば、平成23年中には法制整備を図る必要。定年延長は公務運営の在り方全般

にかかわるため、本院を含む関係者が協力し政府全体としての検討を加速すべき。本院としては、

平成22年中を目途に立法措置のための意見の申出を行えるよう、今秋以降鋭意検討

３ 具体的な検討課題

民間の雇用及び給与の状況等を踏まえた60歳台前半の給与水準及び給与体系(1) 給与制度の見直し

を設定。併せて60歳前の給与カーブや昇給制度の在り方を見直し

役職定年制の導入、専門性をいかし得る行政事務の執行体制の(2) 組織活力を維持するための施策

構築、公務外への人材提供と公務外の業務の公務への再配置等の

人材活用方策を検討

特例的な定年の取扱い、短時間勤務制の導入、早期退職を支援する措置、公務員(3) その他の措置

の退職給付の在り方等について検討
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公務員人事管理に関する報告の骨子

Ⅰ 公務員制度改革に関する基本認識

(1) 本院の基本認識と取組

高い専門性を持って職務を遂行するという職業公務員制度の基本を生かしつつ、制度及び運用

の一体的な改革を進め、公務員の意識改革を徹底することが肝要。改革の実現に向け使命・責
務を果たす決意

(2) 政官関係と公務員の役割

政治と公務員の役割分担を前提に、政治的に中立な職業公務員制度が維持されることで、行政
の専門性や公正な執行を確保。幹部公務員制度の検討には、議院内閣制の下での政治と職業公務

員の関係の十分な検討が必要

(3) 労働基本権

労働基本権の在り方は公務員制度の基本的枠組みや行政執行体制に大きな影響。現行制度の見
直しには、憲法との関係、使用者の当事者能力の制約、市場の抑制力の欠如など公務特有の論

点を含め、幅広い観点から慎重な検討を行った上で判断することが必要

Ⅱ 主な個別課題と取組の方向
１ 人材の確保・育成等

(1) 採用試験の基本的な見直し

・ 有為な人材の誘致のため、積極的な人材確保活動と併せ、試験制度の見直しが必要
「 」（ ） 、・ 採用試験の在り方を考える専門家会合 座長：高橋滋一橋大学教授 の報告書を踏まえ

総合職試験・一般職試験・専門職試験・中途採用試験への再編、総合職試験には院卒者試験

も創設 － 各試験の枠組みを提示

・ 平成24年度の新試験の実施に向け、早急に具体化を検討
○ 中立・公正な試験の構築 ○ 人材確保に資する魅力ある試験

検討の
○ キャリア・システム見直しの契機 ○ 新たな人材供給源に対応

視点
○ 論理的思考力・応用能力・人物面の検証に重点

(2) 時代の要請に応じた職業公務員の育成

・ 「公務研修・人材育成に関する研究会 （座長：西尾隆国際基督教大学教授）の報告書を踏」

まえ、各役職段階で必要な研修の体系化と研修内容の充実を推進

・ 職業公務員固有の役割にかんがみ、全体の奉仕者たる使命感や広い視野、識見などを長期
的視点に立って涵養。このため、失敗も含めた行政事例の多角的検証等の研修を強化

(3) 能力及び実績に基づく人事管理への転換

人事評価の公正・適正な実施及び評価結果の任免・給与への適切な活用を支援するほか、職
員の能力の伸長に資する研修コースの開発・実施により人事評価の人材育成への活用を支援

(4) 人事交流の推進

官民人事交流の見直しは、公務の公正性等に留意しつつ対応する必要。国と国以外の組織と

の人的交流の在り方について、職員の身分取扱いとの関係を含め幅広い研究が必要
(5) 事務官・技官の呼称の廃止

国家公務員としての一体感を高め、適材適所の人事配置に資するよう、事務官・技官の呼称

を廃止することが適当であり、関係府省における必要な検討を要請

２ 勤務環境の整備等

(1) 非常勤職員制度の適正化

指針の発出による非常勤職員給与の適正支給の取組は着実に進展。日々雇用職員の任用・勤
務形態の見直しを検討。忌引休暇等の対象範囲を拡大

(2) 超過勤務の縮減

幹部職員をはじめ組織全体として取り組むことが重要。全府省における計画的な在庁時間削
減の取組を推進。国会関係業務による超過勤務の縮減への対応が重要

(3) 両立支援の推進

育児休業法改正の意見の申出を行うほか、短期介護休暇の新設等両立支援の取組を一層推進

(4) 職員の健康の保持
心の疾病を予防するための保健師等による相談体制を整備 「パワー・ハラスメント」につい。

ての情報提供を実施。病気休暇の制度や運用の在り方等の検討に着手
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